
 - 1 - 

見積依頼公告 

 

 

 次のとおり、随意契約・オープンカウンター方式による見積合わせに付します。 

 

 

 令和８年３月９日 

 

 

                 支出負担行為担当官 

             山口地方法務局長  田 中 博 幸    

 

 

１ 見積依頼に付する事項 

(1) 件 名 令和８年度分事務用消耗品購入単価契約 

(2) 仕 様 等  仕様書のとおり 

(3) 納入期限 仕様書のとおり 

(4) 納入場所 仕様書のとおり 

(5) 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 参加資格 

(1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3) 令和７・８・９年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の販売」

において、「Ｄ」以上の等級に格付され、中国地域の競争参加資格を有する者
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であること。 

(4) その他、山口地方法務局オープンカウンター方式実施要領に定める参加資格

を有する者であること。 

 

３ 電子調達システムの利用 

本件は、電子調達システム（https://www.p-portal.go.jp/）又は紙の見積書に

より見積合わせを行うので、各方式の手続（電子調達システム利用者は、上記ポ

ータル内の「電子調達システム利用規約」、「電子調達システムの操作マニュア

ル」等に定める手続）に従い、見積書を提出すること。 

 

４ 契約条項を示す場所及び問合せ先 

〒７５３－８５７７ 

山口市中河原町６番１６号 山口地方合同庁舎２号館４階 

山口地方法務局会計課用度係（担当 守田） 

電 話 ０８３－９２２－２２９５（音声案内：４→３）  

ＦＡＸ ０８３－９３３－１０３５ 

 

５ 仕様書等配布資料の配布場所及び配布期間 

(1) 配布場所 

電子調達システム及び上記４の場所において交付する。 

なお、郵送又はメールによる配布を希望する場合は、上記４の連絡先に電話

で依頼すること。 

(2) 配布期間 

公告の日から令和８年３月１９日（木）までの行政機関の休日に関する法律

（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日」

という。）を除く、毎日午前９時００分から午後５時００分まで（電子調達シ

ステムによる場合は、同システムの利用時間に基づく。）。 
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６ 提出書類の提出場所、提出期限及び提出方法 

(1) 提出書類 

見積書の提出を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。（各１部） 

ア 令和７・８・９年度の一般競争参加資格に係る「資格審査結果通知書」（全

省庁統一資格）の写し 

イ 暴力団排除に関する誓約書（配布資料様式１） 

  ウ 委任状（必要な場合のみ）（配布資料様式２） 

エ 同等品一覧表（配布資料様式３） 

同等品で見積書を提出する場合のみ。仕様書に掲げる仕様を満たしている

ことが確認できるカタログの写し等を添付すること。 

また、必要に応じて同等品の見本を求められた場合には、対応すること。 

なお、同等品で見積書を提出する場合は、下記７に定める質問書を提出し、

あらかじめ当局の承認を得ること。 

(2) 提出場所 

上記４のとおり 

(3) 提出期限 

令和８年３月１９日（木）午後５時００分まで（必着） 

(4) 提出方法 

持参又は郵送により行うものとする。 

なお、郵送により書類を提出する場合は、追跡可能な方法（例：書留郵便）

を利用し、提出期限までに送付すること。 

（※提出書類は、電子調達システムにより提出することができないので、十

分留意すること。ただし、見積書については、同システムにより提出すること

ができる。） 

 

７ 配布資料等に記載した事項に対する質問等（配布資料様式４） 

(1) 提出期限 
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令和８年３月１２日（木）午後５時００分まで 

(2) 提出場所 

上記４のとおり 

(3) 提出方法 

様式４「質問書」の様式を使用し、持参又はファクシミリで提出すること。 

なお、ファクシミリの場合は必ず電話で到達確認を行うこと。 

(4) 回答期限 

令和８年３月１６日（月）午後５時００分までに適宜の方法により回答する。 

 

８ 見積書の提出場所、提出期限及び提出方法 

(1) 提出場所 

電子調達システム又は上記４の場所 

(2) 提出期限 

令和８年３月１９日（木）午後５時００分まで（郵送の場合は必着） 

(3) 提出方法 

所定の様式（配布資料様式５）を用いて見積書を作成した上で提出すること。 

また、電子調達システムで提出する場合、金額の入力と併せて、所定の様式

の見積書を添付しなければならない。 

 

９ 見積合わせの日時 

  令和８年３月２３日（月）午前１０時００分 

  見積合わせは、非公開で実施する。 

 

10 見積書の記載金額 

見積書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること。 

 

11 契約の相手方の決定方法 
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予算決算及び会計令第９９条の５の規定に基づいて決定した予定価格の制限の

範囲内で、最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。 

ただし、契約予定金額となるべき同価格の見積書を提出した者が２者以上ある

ときは、「電子くじ」により契約相手方を決定するので、紙の見積書にあっては、

見積書に任意の正数３桁を必ず記載すること。 

なお、参加者が電子くじ番号を記入できないときは、契約事務に関係のない当

局職員が電子くじ番号を記入の上、電子くじにより契約相手方を決定するものと

する。 

 

12 契約担当官等 

支出負担行為担当官  山口地方法務局長 田 中 博 幸 

 

13 その他 

(1) 都合により見積合わせを延期し、又はこれを取りやめることがある。 

(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本通貨 

(3) 契約保証金 

免除 

(4) 参加者に要求される事項 

  この見積合わせに参加を希望する者は、上記６(1)に掲げる書類を指定期日

までに提出しなければならない。また、見積合わせの前日までの間において、

支出負担行為担当官から当該書類等に関し説明を求められた場合は、それに応

じなければならない。 

(5) 見積書の無効 

  本公告に示した参加資格のない者の提出した見積書及び参加者に求められる

義務を履行しなかった者の提出した見積書は無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 
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 要 

(7) 詳細は、仕様書及び契約書（案）による。 

 

【電子調達システムの利用について】 

山口地方法務局では、電子調達システムを利用した調達手続を実施していると

ころですが、システムに不具合等が生じた際には、見積書等を紙により提出する

ことをお願いする場合がありますので、あらかじめ御了承願います。 

なお、電子調達システムによる調達案件に参加するためには、事前に利用者情

報登録を行う必要がありますので、電子調達システムにアクセスの上、利用者申

請メニューから利用者情報登録を行ってください。 

 

※ 調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク（ナビダイヤル） 

電 話：０５７０－０００－６８３ 

ナビダイヤルが使用できない場合 ０３－４３３２－７８０３（ＩＰ電話等） 

※ 平日午前９時００分から午後５時３０分まで。ただし、休日を除く。 

ＦＡＸ：０１７－７３１－３３５２ 

電子調達システム https://www.p-portal.go.jp/ 

 

                                以 上 


